


 

事  務  連  絡 

令 和 ２ 年 ６ 月 ３ 日 

 

各 地 方 整 備 局 企 画 部 

技 術 管 理 課 長 殿 

北海道開発局事業振興部 

技 術 管 理 課 長 補 佐 殿 

沖縄総合事務局開発建設部 

技 術 管 理 課 長 殿 

 

 

大臣官房技術調査課 

事業評価・保全企画官 

 

 

法定外の労災保険の付保に係る設計図書への明示等ついて 

 

 

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 35

号）において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額

を担保するための保険契約（以下、「法定外の労災保険」という。）の保険料を予定価

格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられたことを踏まえ、「「土木工

事工事費積算要領及び基準の運用」の改定について」（令和 2年 2月 13日付け国官技

第 328 号）において現場管理費の改定が行われた。 

これと併せて、法定外の労災保険の付保を要件化するため、下記のとおり、遺漏な

きよう措置されたい。 

 

記 

 

１．対象工事 

「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」を適用する、全ての工事とする。 

 

２．設計図書への明示 

法定外の労災保険の付保について、以下の特記仕様書記載例を参考に、設計図書

へ明示する。 

＜特記仕様書 記載例＞ 
第○条 法定外の労災保険の付保 
 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 
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３．保険付保の確認 

工事請負契約書第 50条（火災保険等）において、受注者は保険契約を締結したと

きは、その証券等を発注者に提示することとされている。これに基づき、発注者

は、受注者による法定外の労災保険への付保の状況を確認することとする。 

＜工事請負契約書＞ 
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条

において同じ。）等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保

険、その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に

付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこ

れに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の

保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

 



 

事 務 連 絡 

令和２年６月１０日 
 
 

各都道府県入札契約担当課長 殿 
各指定都市入札契約担当課長 殿 

 

 

国土交通省土地・建設産業局 

建設業課入札制度企画指導室 課長補佐   
 
 

国土交通省直轄工事における法定外の労災保険の付保に係る 

設計図書への明示等について（参考） 
 
 

令和元年６月に改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成

17 年法律第 18 号）第７条第１項第１号において、公共工事等に従事する者の業

務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料を

的確に反映した積算を行うことにより、予定価格を適正に定めることが、発注

者等の責務として規定されたこと等を踏まえ、国土交通省直轄工事において別

添のとおり取り組むこととしておりますので、ご参考にお知らせします。 

なお、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を除

く。）に対しても、周知をお願いします。 



 

事  務  連  絡 

令 和 ２ 年 ６ 月 ３ 日 

 

各 地 方 整 備 局 企 画 部 

技 術 管 理 課 長 殿 

北海道開発局事業振興部 

技 術 管 理 課 長 補 佐 殿 

沖縄総合事務局開発建設部 

技 術 管 理 課 長 殿 

 

 

大臣官房技術調査課 

事業評価・保全企画官 

 

 

法定外の労災保険の付保に係る設計図書への明示等ついて 

 

 

公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第 35

号）において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額

を担保するための保険契約（以下、「法定外の労災保険」という。）の保険料を予定価

格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられたことを踏まえ、「「土木工

事工事費積算要領及び基準の運用」の改定について」（令和 2年 2月 13日付け国官技

第 328 号）において現場管理費の改定が行われた。 

これと併せて、法定外の労災保険の付保を要件化するため、下記のとおり、遺漏な

きよう措置されたい。 

 

記 

 

１．対象工事 

「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」を適用する、全ての工事とする。 

 

２．設計図書への明示 

法定外の労災保険の付保について、以下の特記仕様書記載例を参考に、設計図書

へ明示する。 

＜特記仕様書 記載例＞ 
第○条 法定外の労災保険の付保 
 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 



 

 

３．保険付保の確認 

工事請負契約書第 50条（火災保険等）において、受注者は保険契約を締結したと

きは、その証券等を発注者に提示することとされている。これに基づき、発注者

は、受注者による法定外の労災保険への付保の状況を確認することとする。 

＜工事請負契約書＞ 
第 50 条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条

において同じ。）等を設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保

険、その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に

付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこ

れに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の

保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

 

 


	国60
	バインダー1
	国60
	kuni




